
講座

マークは、たちかわ市民交流大
学・市民推進委員会が主催する市
民企画講座（たちかわ☆きらきら
カード対象講座）

やさしいヨガ教室
対60歳以上の市
民の方 時６月２
日・16日・30日、７
月７日の火曜日、
午後１時30分～
３時30分（全４回）
場曙福祉会館師生
涯学習市民リーダー・伊藤統子さん
定20人（申込順）持ヨガマットかバス
タオル申５月11日㈪から曙福祉会館
☎（529）8567へ

韓国の山に木を植えた日本人
 浅川兄弟 「道～白磁の人～」
上映とお話 
時代や国境を越えた友情を描いた映
画を鑑賞し、講師の話を聞きます時６
月21日㈰午後１時30分～４時30分
場錦学習館師映画「道～白磁の人～」
製作実行委員会事務局長・小澤龍一
さん定40人（申込順）保若干名（１歳
～学齢前）申５月12日㈫から錦学習
館☎（527）6743へ

奇術初心者講習会
奇術の５つの分野を体験して、人を
喜ばせる楽しさを学びます。企画・運
営は立川市奇術愛好会時６月４日～
７月２日の毎週木曜日、午後７時～
９時（全５回）場高松学習館費2,000
円（材料代）定10人（申込順）持筆記
用具、のり、はさみ、セロハンテープ申
５月12日㈫から高松学習館☎（527）
0014へ

みんなの介護教室
テーマは「地域で高めよう介護力」対
市民の方時５月13日㈬午後１時30分
～３時場西砂学習館定30人（申込順）
申北部西かみすな地域包括支援セン
ター☎（536）9910へ

市民企画講座スタッフを募集
たちかわ市民交流大学の講座の企
画・運営や情報誌「きらり・たちかわ」
の取材・編集などを行うボランティア
組織「市民推進委員会」で、一緒に活
動する方を募集しています。当日のお
手伝いなど、気軽に参加できるサポー
ター制度もあります。くわしくは、各地
域学習館、生涯学習推進センター（女
性総合センター１階）で配布している
案内書をご覧ください問市民交流大
学市民推進委員会事務局〔生涯学習
推進センター内〕☎（528）6872

催し
マークは郷土の理解を深める講
座などを行う「立川市民科」です。

風間杜夫落語独演会&アフタ
ートーク
時６月17日㈬
午後７時～８時
30分（午後６時
30分開場）場
西砂学習館定
70人(申込順)
保若干名(１歳
～学齢前)申５
月12日㈫から西砂学習館☎（531）
0431へ（１回の申し込みで２人まで）

麦刈り体験 
古民家園の畑で育てた小麦の刈り取
り体験を行います対小学生以上の市

民の方（小学生は保護者同伴）時５月
24日㈰午前10時～正午ごろ（荒天中
止）場川越道緑地古民家園師農業指
導者・豊泉喜一さん、金子昭さん定20
人（申込順）持汚れてもよい服装・靴、
軍手、タオル、飲み物申５月10日㈰か
ら歴史民俗資料館☎(525)0860へ

手打ちそば作り
本格的な手打
ちそば（五割
そば）と麺つ
ゆの作り方を
基本から学び
ます対小学生以上の市民の方（小学
生は保護者同伴）時６月７日㈰午前
10時～午後１時場歴史民俗資料館
師そば店店主・尾崎好司さん費500
円（材料代。小学生は300円）定30人
（申込順）持エプロン、バンダナ、タオ
ル申５月10日㈰から歴史民俗資料館
☎（525）0860へ

おうちで作ろう！ 学校給食

  ひじきチャーハン

  スイートポテト

　外出自粛に伴い、自宅で料理をする機会が
増えた方も多いのではないでしょうか。学校
給食で子どもたちに人気のあるメニューなど、
おすすめレシピを紹介します。
問学校給食課給食係・内線6811

　ひじきが苦手な子どもでもチャーハンにする
とよく食べてくれます。ミネラルと食物繊維が
豊富なひじきで栄養バランスをとりましょう。

　リクエストでいつも大人気なスイートポテト。
ぜひお子さんと一緒に作ってみてください。

　このほかにも学校給食のレシピを
市ホームページで紹介しています。

作り方
❶米はチキンガラスープの素を入れて炊く。
❷ 乾燥ひじきは水で戻す。にんじんはせん切り、ねぎはみじん切り、こねぎ
は小口切りにする。たまごは割りほぐす。
❸ とりひき肉を油で炒め、ひじき、にんじんを入れて、砂糖、塩、しょうゆで
煮る。汁気が少なくなったら別皿にとっておく。
❹ フライパンに油を熱し、ねぎ、たまご、ごはんを炒める。❸を加えてさら
に炒め、こねぎを加えてこしょうで味を調える。

作り方
❶ さつまいもは皮をむき、ゆでやすい大きさに切ってゆでる（蒸したり、レ
ンジで加熱しても可）。
❷ゆでたさつまいもの水気を切り、温かいうちにフォークでつぶす。
❸ 砂糖、塩、バター、牛乳、生クリーム、バニラエッセンスを入れて混ぜる。
❹ 小判型に形を整えてアルミカップに入れ、上に卵黄を塗る。
❺オーブンまたはオーブントースターで焼き色がつくまで焼く。

▶

材料（４人分）
米…２合
チキンガラスープの素…小さじ１
とりひき肉…60ｇ
乾燥ひじき…大さじ１

材料（４人分）
さつまいも…１本
砂糖…大さじ２

にんじん…１/４本
サラダ油…適量
しょうゆ…大さじ１
砂糖…小さじ１
塩…小さじ１/２

塩…少々
バター…大さじ１
牛乳…大さじ２

ねぎ…１/２本
こねぎ…４本
たまご…２個
サラダ油…適量
こしょう…少々

生クリーム…大さじ１
バニラエッセンス…少々
卵黄…適量

5月は
自転車月間

自転車は「軽車両」です。
車と同じように、信号や道路標識などに
従い安全運転を！

対人賠償事故に備える保険等に加入していますか
　東京都の条例※が改正され、自転車利用中の対人賠償事故に備える保
険等への加入が義務となりました。自転車を運転する方はご自身の保険
加入状況を確認しましょう。
　①「自転車保険」などの名称の保険へ加入する以外に、
②自動車保険・火災保険・傷害保険などの特約、クレジット
カードなどの付帯保険等に補償が付いている場合もあり
ます。ほかにも、③「TSマーク」が貼られている自転車に乗
る場合には、点検日から１年間保険が付いています。
※「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」 TSマーク

見直そう！自転車運転のルール
●自転車は車道が原則　自転車が
歩道を通行できるのは▶歩道通行
可の標識（右下図）がある▶運転者
が13歳未満、70歳以
上、身体の不自由な方
▶交通状況がやむを
得ない場合のみです
●車道は左側を通行　右側通行は
禁止されています
●子どもはヘルメット着用　13歳
未満の子どもにはヘルメットをか
ぶらせるようにしましょう
●安全ルールを守る　①飲酒運
転禁止②二人乗り禁止③並進禁止
（並進可の標識がある場合を除く）

④夜間のライト点灯⑤信号順守⑥
交差点での一時停止と安全確認
●歩道は歩行者優先　車道寄りを
徐行し、歩行者の通行を妨げるよう
な場合は一時停止しましょう

●そのほかのルール違反　▶運転
中の携帯電話やイヤホンなどの使
用▶傘さし運転

問交通対策課交通企画係・内線2280

無理をせず一時停止
や押し歩きを

学校給食
レシピ集
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